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図



拝

復

お

手
紙

拝

見

致
し

ま

し

た

。

南

紀
方

面

旅

行

中
だ
っ

た

の

で
お

返

事
が
遅

れ

申

し
わ
け

あ

り
ま
せ

ん

。

玉

置

権

之

守

直

和

の

件

ご

調

査

の

由
、

当

方

で

わ

か

っ

て

い

ま

す

こ

と

だ

け

申

し
あ

げ

ま
す

。

権

之

守

直

和
高

野

山

へ

出

家

後

「

一

咄

」

と

号

し

茶

道

瑞

穂

流

を

興

し

、

流

祖

と

な
っ
て

私

で

丁
度

十
六

代
を

経

て

い

ま
す

。

先

般

高

野

山
へ

参

り

ま

し

た

節

、

高

野

山

大

学

教

授

よ

り

木

食

上

人

（

直

和

の

法

も
く
じ
き

名

）

の

こ

と

を

承

り
ま

し

た

が

、

当

時

豊

臣

秀

吉

が

高

野

山

攻

め

を

計

画

し

た

際

、

秀

吉

に

諫

言

し

て

高

野

攻

め

を

あ

き
ら

め

さ

せ

た

の

で
、

高

野
山

で

は

恩

人

で

あ
る

と
申
さ

れ

て

お
り

ま
し

た
。

和

佐

生

蓮

寺
に

は

直

和

の

僧

侶

姿

の

ご
承

知

の

如

く

安

置

さ

れ

て

い

ま

す

が

、

私

も

度

々

参

詣

さ

せ

て
頂

い

て

お

り

ま

す

。

そ

の

お

堂

の

右

手

に

「

瑞

穂

流

中

興

の

祖

玉

置

一

淑

翁

」

の

碑

が

あ

り

ま

す

が
、

一

淑

は

私

の

先
々

代

で
先

代

玉

置

一

成

が
建

っ
た
も

の

で
す

。

そ

の

一

成

の

著

書

「

茶

道

要

鑑

（

大

正

四

年

十

一

月

発

行

・

昭

和

三

年

四

月

十

」

版

）

に

、

流

祖

玉

置

権

之

守

直

和

の

こ

と

が

調

べ

て

掲

載

し

て

あ

り

ま

す

の

で

、
そ

の

写
し

を

別

紙

に
書
い

て

同

封
し

て

置
き
ま

し

た

の
で
、

参

考

に

し
て

下

さ

い
。

な

お

直

和

の

字

を

頂

い

て

私

の

長

男

に

「

直

丞

」

次

男

に

「

和

及

」

と

つ
け

さ

せ

な
お
つ
ぐ

か
ず
ゆ
き

て

も
ら

っ

て

い

ま
す
。

ま

た

直

和

の

事

跡

に

関

し

て

は

、

御

地

の

郷

土

史

家

清

水

長

一

郎

氏

も

「

玉

置

家



の

由

来

」

と

し

て

、

国

会

議
員

玉

置

和

男

氏

選

挙

の

時

当

方

へ

送

っ

て

こ

ら

れ

ま
し

た

が

、

矢

張

り

「

茶

道
要

鑑

」

に

載

せ

て

あ

る

よ

う

な

こ

と

を

書

い

て

お

ら

れ

ま

し

た

。

玉
置

和
男

氏

も
矢
張

り

一

族
の

よ
う

で
す

。

右

取
不
敢

お

返

事
ま
で

七

月

七
日

玉

置

転

留

男

川

辺

町

文

化

財

審

議

委

員

会

殿



流

儀
の

系
統

（

茶
道

要

鑑

下

巻

頁

）

30

遠

く

祖

先

を

釋

る

と

、

岩

城

判

官

と

い

ふ

、

奥

州

の

人

で

あ

っ

た

が

、

朝

帝

の

た
ず

ぬ

勅

勘

を

蒙

っ

て

、

奥

熊

野

に

流

さ

れ

て

、

十

六

代

間

同

地

に

住

ん

だ

（

或

は

三

十
代

と

も

い

ふ

。

そ

の

何

れ

の

代

で

あ

っ

た

か

、

天

よ

り

宝

玉

が

降

り

来

っ

て

、

樹

の

）

枝

に

懸

っ

た

事

が

あ

る

。

数

年

の

後

そ

れ

が

、

地

に

落

ち

た

の

を

檢

す

る

に

□

形

す

は

ま

。

、

。

石

で
あ

っ

た

夫
れ

よ

り

玉

置
と

名

乘

っ
て

家

紋

に
州
浜

を

用

ゐ
る

事
に

な
っ

た

た

ま

き

ス

ハ

マ

又

玉

置

の

庄

司

の

覚

へ

書

に
、

元

は

二

条

家

よ

り

出

で

、

藤

原

姓

を

名

乘

り

、

延
喜

、

、

、

。

元

年
三

月

三

日

和

州
十
津

川

に

於
て

十
八
郷

を

給

り

玉

置
山
に

入

る

と
あ
る

又

文

治

十

三

年

同

郡

安

井

村

河

内

明
神

社

、

造

営

の

棟

札

に

、

玉

置

左

衛

門

太

夫
と

あ

る
。

其

後

玉

置

の
庄

司

氏

清

は

、

熊

野

竹

原

に

住

し

て

千

石

余

り

を

領

し

て

居

っ

た

。

所

が

建

久

年

間

に

源

平
の

乱

が

起

っ

て

、

平

の

維

盛

は

熊

野

沖

で

入

水

を

し

て

歿

し

。

、

、

た

其
の

子
巴

豆

丸
と

い

ふ

の

が

亡
父

の
後

世

を

弔
は
ん

と

遙

々
熊

野
に

来

っ
て

庄

司

氏

清

の

許

に

止
ま

っ

た

。

こ

の

氏

清

に

娘

一

人

有

っ

た

が

、

後

を

嗣

ぐ

者

が

な

い

の

で

巴

豆

丸

を

女

婿

と

し

た

。

延
喜

よ

り

約

四

百

年
を

経

た
建

武

の

頃

、

十

三
代

は

ず

ま

る

の

玉

置

の

庄

司

盛

高
は

、

鎌

倉

の

た

め

南

朝

に

背

い

て

、

高

野

山

よ

り

十

津

川

に

到

も
り
た
か

る

間

、

所

々

に

砦

を

築

い

た

り

、

柵
を

構

へ

て

、

護

良
親

王

の
通

路

を

遮

ら

ん

と
し

た

が

、

命

旨

を

拝

し
て

大

い

に

感

激

し

、

遽

か

に

当

方

に

走

り

参

じ

て

、

紀

州

有

田

？
令



の

郡

で

大

い

に

軍

功

が

有

っ
た

か

ら

、

大

塔

の

宮

よ

り

直

の

一

字

と

、

州

浜

に

菊
の

紋

章
を

給

ひ

、

惣
領
一

人

末

代
ま

で

用
ゐ
る

こ

と

を
許
さ

れ

た
。

そ

こ

で

日

高

郡

山

地

東

村

に

、

鶴

ヶ

城

を

営

み

む

、

下

野

守

直

虎

と

稱

し

て

之

さ
ん
ぢ
ひ
が
し
む
ら

し
も
づ
け
の

か
み
な
お
と
ら

に

住

ん

だ

。

其

舎

弟

に
大

宣

と

い

ふ

者

が

あ

っ

て

、

同

郡

和

佐

の

豪

族

、

川

上

采

女

だ
い
せ
ん

の

横

暴

を

憤

り

、

其

城

を

攻

め

て

戰
は

ず

し

て

、

遂

に

之

を

陥

い

れ

た

の

で

、

手
取

城
と
稱

け

て

之
に

大
宣

は
住

ん

だ

。

其

十

代

の

後
裔

、

玉

置

権

之

守

直

和

は

、

天

正

十

三

年

豊

臣

が

南

征

の

際

、

直

和

な
お
か
ず

は

豊

臣

方

に

與

せ

ん
と

云

ひ

、

舅

の

湯

川

直

春

は

却

っ

て

之

に

抗

せ

ん

と

の

意

が

有

く
み

っ

た

の

で

、

ま

づ

其

女

即

ち

直

和

の

室

に

離

婚

復

帰

す

る

よ

う

使

者

を

立

て

た

。

む

す
め

所

が

室

の

曰

く

に

「
親

子

引

分

か

れ

敵

味

方

と

な

る

こ

と

、

天

の

冥

加

も

悲

し

う

候

え

ど

も

、

一

度

夫

婦

の

縁

を

結

び

、
年

頃

相

馴

れ

し

身
の

、

此
節

に

及

ん

で

い

か
で

。

、

夫
を
見

放

し

申
す

べ
き

一
命

を
惜

み

夫

を
見
捨

て

て

は
永
く

湯

川

の
家

名
を

汚
し

却

っ

て

不

幸

の

身

と

な

ら

ん

。

父

上
も

か

ば

か

り

の

道
理

を

弁
へ

さ

せ

ら

れ

ぬ

は
有

ら

ね

ど

、

遉

が

恩

愛
に

ほ

だ

さ

れ

給

ひ

て

の

御

心

の

内

こ

そ

忝

な

け

れ

、

さ

り

な
が

ら

妾

は

固

よ

り

女

の

身
、

矢

一

筋

の

便

り

と

も

な

ら

ね
ば

、

此
城

を

枕

と

し

て

、

兎

に

も

角
に

も
な

り

ぬ
べ
し

」

と

涙
な

が
ら

に

使

者
を
諭

し

て
帰

ら

し
た

。

之

を

聞

い

た

直

春

は

、

女

な

が

ら

に

志
の

ほ

ど

こ

そ

神

妙

で

あ

る

と

感

賞

し

た

と

。

、

。

云

ふ

け

れ
ど

も

直

春
は

嶋

右

馬
之
充

に

命

じ
て

和
佐

の
手

取

城
を

せ
め

さ

し

た

う

ま

の

す

け

直

和

方

は

之

を

会

の

瀬
に

迎

へ

て

戰

っ

た

が

、

直

和

遂

に

利

あ
ら

ず

し

て

、

天

正

十

三

年

三
月

二
十

五

日
城
は

落

さ

れ
た

。



こ

こ

に

於

て

飜

然

悟

る

所

が

あ

っ

て

、

忽

ち

劍

を

棄

て

高

野

山

に

登

り

、

剃

髪

し

て

名

も

「

仙

光

院

一

咄
」

と

稱

し

、

木

の

実

を

喰

ひ

て

仏

学

を

究

め

、

專

ら

茶

道

を

い
っ
と
つ

以

て

後

世

を

送

る

事

と

な

っ

た

。

こ
の

時

齢

が

三

十

歳

で

あ

っ

た

。

其

後

間

も

な
く

湯

川

直

春

は

豊

臣

の

為
に

敗

れ

た

か

ら

、

高

野

に

居

る

こ

と

四

年

に

し

て

和

佐

に

帰

り

、

只

管

風

月

に

親

し

ん

だ

。

そ

う
し

て

慶

長

四

年

五

月

二

十

八

日

、

四

十

一

歳
で

歿
し
た

。

之

が
瑞

穂
流

の
祖

先

で

あ

る
。

玉

置

家

累

代
の

菩

提

寺

は

日

高

郡

早

藤

村

（

蛇

尾

村

？

）

の

信

楽

寺

で

、

寺

内

に

十
四
基

の

石

碑
と

五
輪

の
塔

と

位

牌

が
あ

る

。

表

に
は

「
木

食

行

與
人

良

応

法

印

」

ぎ
ょ
う
よ

り

ょ
う

お

う

裏

に

は

「

護

国

中

興

仙

光

院

発

心

丗
歳

木

食

丗

四

入

定

四

十

一

歳

慶

長

四

年

己

亥

五

月

二

十

八

日

入

定

玉

置

從

中

興

大

宣

及

び

十

代

、

俗

名

太

官

藤

原

朝
臣
直

和

」

又

直

和
の

室

の

位

牌
は

、

同

郡
江

川

光
性
寺

に

あ

る
。

表
に
「

掩

粧
柬

陽
英

贈

大
姉

精
霊

位

」

え

ん

し
ょ

う

え
い
ぞ
う

裏

に
「
湯

川

中

書
直

春

嫡

女

、
高

直

慈
母

、
施

主

次
男
定

直

」

又

同

郡

和

佐

村

の

生

蓮

寺

に

は

一

宇

を

建

て

、

自

作

と

伝

へ

る

権

之

守

の

木

像

（
出

）

、

、

家

座
像

を
安

置
し

存
置

の
位

牌

は
棟

伯
襌

師

が

同
村
光

照

寺

の
本

尊
寄

進
の

時

元

権

之

守

直

和

、

当

時

瑞

穂
斉

一

咄

の

冥

福

を

祈

る

た

め

生

前

に

作

っ

た

も

の

で
あ

る

。
表

に
「

仙

光
院

木

食
行

與
上

人

良
応

法
印

逆

修
」

も
く
じ
き
ぎ
ょ
う
よ



裏

に
「

玉

置
從

中

興
大

宣
第

九

代
長

直
嫡

子

」

慶

長

三

年

戊

戌

年

三

月

廿

一

日

当

時

一

宇

本

尊

地

蔵

寄

進

為

報

謝

於

光

照

寺

建
此
一

牌

棟
伯
襌

師

と

あ

る
。

茶

道

瑞

穂

流
歴

代
名

（
茶

道

要

鑑

上

巻
よ

り
）

初

代

瑞

穂
斉
一

咄

（

日
高

手

取
城
主

玉

置

権
之
守

に

始

ま

る
）

と
つ

二

代

瑞

穂

斉
一
掬き

く

三

代

瑞

穂
斉
一

□し
う

四

代

瑞

穂

斉
一
誠

五

代

瑞

穂
斉
一

眞

六

代

瑞

穂

斉
一

□け
ん

七

代

瑞
穂

斉
一

彰
し

ょ

う

八

代

瑞

穂

斉
一

玄げ
ん

九

代

瑞
穂

斉
一

歩ぽ

十

代

瑞

穂

斉
一

夢

（

主

馬
之

輔
）

む

十
一
代

瑞
穂

斉
一

覺
（

三

郎

太

夫
源

義

昌

）

か
く

十

二

代

瑞

穂

斉

一

枝

（

滝

右

衛
門

源

義

親

、

明

治
九

丙

子
年

十

一

月

六

日

歿
、

し

。

、

齢
八

三

建
築

学

に

富
み

製
圖

を

能

す

楊
弓

に

長
じ



春

画

・

器
物

の

鑑

定

に
巧

み

）

十

三

代

瑞

穂

斉

一
則

（

金

治

郎

源

義

周

、

明

治

十

九

年

丙

戌

三

月

廿

七

日

歿

、

そ
く

齢

六

三

易

学

・

数

学

に

通

じ

、

荒

井

流

珠

算

の

一

派

を

な

す

。

紀

三

井

寺

の

絵

馬

堂

に

「

金

一

円

を

半

人

に

割

る

□
金
二

円

」

の
額
は

有

名
だ

っ

た

）

？

十

四

代

瑞

穂

斉

一

淑

（

本

名

清

人

、

柔

道

は

鏡

心

流

の

皆

伝

者

、

劍

道

は

流

し

ゅ

く

剛

流

の

免

許

者

、

小

池

流

の

水

練

に

長

じ

、

漢

学

は

碩

儒

倉

田

績

氏

に

、

数

学

は

嚴

父

の

直

伝

、

西

南

役

に

は

少

尉

で

從

軍

す

。

大

正

六

年

八

月

八

日

歿

齢

六

七

）

十

五

代

瑞

穂

斉
一

成

（

本

名

実

之

丞

昭

和

七

年

十

二

月

十

二

日

歿

齢

五

せ
い

八

）

十

六

代

当

代

（

号

一

承

）

元

サ

ン

ケ

イ

新

聞

社

九

州

総

局

長

、

元

高

槻

し

ょ

う

市

教

育

委

員

長

現

社

団

法

人

大

阪

市

老

人

ク

ラ

ブ

連

合
会

広

報
局
長

あ

と

が

き

玉

置

転

留

男

男

氏

か

ら

川

辺

町

文

化

財

審

議

会

宛

の

書

簡

で

『

川

辺

町

史

』

玉

置

関

係

資

料

用

に

尋

ね

た

返

、

信

だ

ろ

う

。

手

紙

の

日

付

は

あ

る

が

年

が

判

ら

な

い

。

今

和

佐

手

取

城

址

の

桜

は

見

事

満

開

で

、

近

郷

か

ら

の

。

（

）

。

花
見
客
で

賑
わ
っ

て
い

る

天

正

十
三

一

五
八
五

年
の
落
城

か
ら
既

に
四
百

二
十
年

の
歳
月

を
経
て
い

る

平
成

十
八
（

二
〇
〇
六

）
年
四

月
六
日

清

水

章

博




